
 

 

 

 

         起床   朝食    午前中の活動        昼食       午後の活動    夕食  入浴   就寝 

卒業後の進路先について   【イメージ】  
※時間帯や内容は、行き先によって違います。 

※企業、福祉施設の内就労継続支援A型事業所の利用者は、給料（京都府の最低賃金1,122円・令和 

８年 4月時点）が支払われ、労働を行う福祉施設では工賃が支払われます。 

 
福祉施設利用の一例 

障害者職業訓練校の例 

企業就労の一例 

グループホーム利用の一例 

10 時        ～       15 時 

８時 30分            ～                   17時 

９時               ～           16 時 30分 

10 時         ～         15 時 

入所施設利用の一例 

 


